
デジタル手続法の概要（令和元年12月施行）

デジタル技術を活用した行政の推進の基本原則

行政手続におけるデジタル技術の活用 デジタル化を実現するための情報システム整備計画

民間手続におけるデジタル技術の活用の促進

• 国の行政手続（申請及び申請に基づく処分通知）
について、オンライン化実施を原則化

（地方公共団体等は努力義務）

• 行政手続に関連する民間手続のワンストップ化
• 法令に基づく民間手続について、支障がないと認める場合に、
デジタル化を可能とする法制上の措置を実施

• オンライン化、添付書類の省略、情報システムの共用化、
データの標準化、APIの整備、情報セキュリティ対策、BPR等

行政手続のオンライン原則

添付書類の省略
• 行政機関間の情報連携等によって入手・参照できる情報
に係る添付書類について、添付を不要とする規定を整備
（登記事項証明書（令和２年度情報連携開始予定）や
住民票の写しなどの本人確認書類等）

行政手続のデジタル化のために必要な事項

• デジタル技術の利用のための能力等の格差の是正
（高齢者等に対する相談、助言その他の援助）

①デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する

デジタル技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、
行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項等を定める。

○行政手続オンライン化法の改正

• 本人確認や手数料納付もオンラインで実施
（電子署名等、電子納付）

デジタルデバイドの是正
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